
議案第 44号 

 

瀬戸内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正することについて 

 

瀬戸内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を別紙のとおり改正するものとする。 

 

令和８年６月４日提出 

 

瀬戸内市長ああ黒石あ健太郎あああ 

 

 

【提案理由】 

「保育政策の新たな方向性」（令和６年 12 月 20 日こども家庭庁公表）におい

て、保育所等における障害のあるこどもや医療的ケア児等、多様なニーズに応じ

た専門的な支援の確保・充実が必要であり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚

士・心理職等の専門職の活用を推進することとされている。これを踏まえ、家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第６１号)

の一部改正に伴い、保育士の数の算定に当たり、専門職を一人に限り保育士とみ

なすことができるよう条例の一部を改正する。 
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瀬戸内市条例第 号 

 

瀬戸内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 

瀬戸内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成

26年瀬戸内市条例第31号)の一部を次のように改正する。 

第29条第3項中「保健師又は看護師」を「保健師、看護師又は准看護師(以下

「看護師等」という。)」に改め、同項の次に次の2項を加える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ

型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教

育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大

学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程

を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又

はこれと同等以上の能力を有すると認められるものをいう。)又は障害児の

療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う

業務に5年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育

てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)

を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法

士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士(認定

地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあ

っては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当

該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第7条又は

第8条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項において同じ。)によ

る支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う

場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ
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型の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

 第31条第3項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同項の次に次

の2項を加える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ

型に勤務する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすことができ

る。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模

保育事業所Ｂ型の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内に

ある小規模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区

域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定

保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う

場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ｂ

型の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

 第44条第３項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同項の次に次

の2項を加える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保

育事業所に勤務する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該

保育所型事業所内保育事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業

実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認

定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国

家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第7条又は第8条の規定により保育士

とみなされるものを除く。次項において同じ。)による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 
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5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う

場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内保

育事業所の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)に

よる支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第47条第3項中「保健師又は看護師」を「看護師等」に改め、同項の次に次

の2項を加える。 

4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保

育事業所に勤務する特定理学療法士等を、1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該

小規模型事業所内保育事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業

実施区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認

定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国

家戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。)による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。 

5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行う

場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内保

育事業所の保育士(前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)に

よる支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

 附則第9条を次のように改める。 

第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(認定地方公共団体の区域内又

は事業実施区域内にある小規模保育事業所Ａ型又は保育所型事業所内保育事

業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育

士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第29条

第3項若しくは第4項若しくは第44条第3項若しくは第4項又は前2条の規定に

より保育士とみなされる者を除く。)を、前2条の規定の適用がないものとし

た場合の第29条第2項又は第44条第2項により算定される保育士の数の3分の2

以上、置かなければならない。  
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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瀬戸内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年瀬戸内市条例第31号)新旧対照表 

現行 改正後 

  

(職員) (職員) 

第29条 略 第29条 略 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所A型に勤務する保健師又は看護師        

           を、1人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下

「看護師等」という。)を、1人に限り、保育士とみなすことが

できる。 

 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士、心理担当職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に

よる大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学

を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて

卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するも

の又はこれと同等以上の能力を有すると認められるものをい

う。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有するもので

あって、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経

験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知

識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)

を、1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育

事業所Ａ型の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施

区域内にある小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士、当該
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認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実

施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第7条

又は第8条の規定により保育士とみなされる者を除く。次項に

おいて同じ。)による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士(前項ただし書の規定

による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

 

(職員) (職員) 

第31条 略 第31条 略 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所B型に勤務する保健師又は看護師を、1人に限り、保

育士とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所B型に勤務する看護師等を、1人に限り、保育士とみ

なすことができる。 

 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

保育事業所Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、1人に限り、

保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育

士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある小規

模保育事業所Ｂ型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体

の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家

戦略特別区域限定保育士をいう。次項において同じ。)による

支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 
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 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士(前項ただし書きの規

定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受けること

ができる体制を確保しなければならない。 

 

(保育所型事業所内保育事業所の職員) (保育所型事業所内保育事業所の職員) 

第44条 略 第44条 略 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所

型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を1人に限

り、保育士とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所

型事業所内保育事業所に勤務する看護師等を1人に限り、保育

士とみなすことができる。 

 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所

型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、1人に

限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育

事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域

内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当

該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業

実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、附則第7

条又は第8条の規定により保育士とみなされるものを除く。次

項において同じ。)による支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。 

 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士(前項ただし書
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の規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。 

 

(小規模型事業所内保育事業所の職員) (小規模型事業所内保育事業所の職員) 

第47条 略 第47条 略 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

型事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師を、1人に

限り、保育士とみなすことができる。 

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

型事業所内保育事業所に勤務する看護師等を、1人に限り、保

育士とみなすことができる。 

 4 第2項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模

型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、1人に

限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育

事業所の保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域

内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当

該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業

実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいう。次項にお

いて同じ。)による支援を受けることができる体制を確保しな

ければならない。 

 5 前2項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれも

が保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て、当該小規模型事業者内保育事業所の保育士(前項ただし書

きの規定による支援を行う保育士を除く。)による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。 

 

附 則 附 則 
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第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(法第18条の18第1

項の登録を受けた者をいい、第29条第3項若しくは第44条第3項

又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保

育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の第29条第2項

又は第44条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以

上、置かなければならない。 

第9条 前2条の規定を適用するときは、保育士(認定地方公共団

体の区域内又は事業実施区域内にある小規模保育事業所Ａ型又

は保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士、当該認定

地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区

域に係る国家戦略特別区域限定保育士をいい、第29条第3項若

しくは第4項若しくは第44条第3項若しくは第4項又は前2条の規

定により保育士とみなされる者を除く。)を、前2条の規定の適

用がないものとした場合の第29条第2項又は第44条第2項により

算定される保育士の数の3分の2以上、置かなければならない。 

  

 


